前橋市母子ＤＸ業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領
 

前橋市母子ＤＸ業務委託の企画提案を募集します。
業務の目的を達成するうえで有効な提案を募り、最良な提案を選定するため、プロポーザルの実施に必要な事項を定めます。

１　業務の趣旨・目的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　本業務は、母子保健分野における情報のデジタル化・利活用を通じて、妊産婦や子育て世代への支援の質と効率を高めることを目的に、切れ目のない支援の実現を目指しています。
本市では、国の母子ＤＸの動向を踏まえ、子育て世代のニーズに即した子育て支援施策を提供するため、電子版母子健康手帳や産後ケアクーポンの電子化等の導入の検討を行っています。
本件は、子育て家庭を取り巻く社会環境の変化に対応するとともに、住民がより子育て支援サービスを享受できるだけでなく、職員の業務効率化・負担軽減も図ることでより質の高いサービス提供に繋げることができるよう、本市において最適な母子ＤＸを進めることを目的とします。

２　業務の範囲・内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（１）業務範囲
　　　本業務の範囲（システム化する範囲）は次のとおりです。
①　電子版母子健康手帳※1の初期構築作業及び運用・保守
　　　※1 電子版母子健康手帳は、妊娠中から出産後の母子の健康情報をデジタルで管理し、いつでも手軽に閲覧が可能なシステムです。このシステムでは、予防接種のスケジュールや健診などが通知可能となり、接種漏れ・受診漏れを防ぐことが期待されます。同時に、健康情報をデジタルで管理することで、医療機関間の連携によって、効率的かつスムーズな医療サービスの提供が期待されます。
②　オンライン予約システム※2の初期構築作業及び運用・保守
　　　※2 オンライン予約システムは、インターネットを通じて、施設や教室などの予約・キャンセルを行える仕組みです。従来の電話や窓口対応をデジタル化することで、利便性・効率性を図るものです。
③　デジタルクーポン※3初期構築作業及び運用・保守
　　　※3デジタルクーポンとは、インターネット上でクーポンの配付・受領ができる券です。自身のスマートフォンから自宅等で受け取ることができ、利用の内容やクーポンの使用状況・残回数を確認できる機能を指します。
（２）業務内容　　業務内容の詳細は、別紙仕様書を参照ください。
　　　　　　　　　※各事業者が企画・開発したパッケージソフトウェアの導入を前提とし、別途、企画提案を受入れるものとします。

３　予算額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　次のとおり各項目の経費ごとに予算の上限額を定めるものとします。
　ただし、提案見積書金額が予算上限額を超過した場合であっても、当該金額は参考見積書として扱い、提出された企画提案書等及びデモンストレーション審査により、評価を行うものとします。
（１）令和８年度分導入業務に係る経費
５，２７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
（２）令和８年度分保守運用業務に係る経費
１，６８１，７５０円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）

４ 契約期間・履行期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（１）導入期間　　　　令和８年７月１日から令和８年１２月３１日まで
（２）保守運用期間　　令和９年１月１日から令和９年３月３１日まで

５ 応募資格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
次に掲げる条件をすべて満たし、業務を安定的・円滑に実施できることとします。
（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号の規定に該当しない者であること。
（２）地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号の規定による本市の入札参加制限
を受けていない者であること。
（３）本市の令和７・８年度の物品・役務等業務競争入札参加資格審査申請を行い、資格の認定を受けており、かつ、当該認定を受けた営業品目に「大分類：情報処理、小分類：システム開発・保守」が含まれていること。
（４）前橋市暴力団排除条例（平成２３年前橋市条例第３８号）に規定する暴力団員等（地方自治法施行令第１６７条の４第１項第３号の規定に該当する者を除く。）でないこと。
（５）企画提案募集に係る公告の日から受託者候補の特定の日までの期間に、前橋市物品の製造等業者指名停止措置要綱第２条又は前橋市建設工事等暴力団排除対策措置要綱第２条の規定による指名停止期間中の者ではないこと。
（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者（会社更生法第１９９条第１項の規定による更生計画の認可又は民事再生法第１７４条第１項の規定による再生計画の認可がされている者を除く。）でないこと。
（７）情報セキュリティマネジメントシステム及びプライバシーマークの認証を受けているか、それに準じる情報保護体制を整えていること。

６　スケジュール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（１）プロポーザル公告日
令和８年５月１１日（月）
（２）質問受付期間
令和８年５月１１日（月）～５月２５日（月）１７時まで（必着）
※質問に対する最終回答日は令和８年５月２８日（木）とする。
（３）提案書受付期間
令和８年５月１１日（月）～６月５日（金）１７時まで（必着）
（４）デモンストレーション・ヒアリング期間
令和８年６月９日（火）～６月１０日（水）
（５）審査結果通知書の発送、契約手続
令和８年６月下旬までに行う。
（６）導入期間
令和８年７月１日（水）～令和８年１２月３１日（木）
（７）運用開始
令和９年１月１日（金）
※市民のサービス利用開始日は、1月４日（月）とする。

７　質問受付及び回答　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（１）質問受付期間
令和８年５月１１日（月）～５月２５日（月）１７時まで（必着）
（２）質問様式
【様式５】質問票のとおり
（３）提出方法
ＬｏＧｏフォームから提出してください。
（４）提出先
「12　提出先・問い合わせ先」に明記
（５）回答方法
上記受付期間までに寄せられた質問に対する回答は、電子メールにて送付するとともに、ホームページ上でも公開いたします。

８　応募の手続き等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「５　応募資格」をすべて満たすもので本プロポーザルに応募するものは、次のとおり書類を提出してください。
（１）提案書について
①　受付期間
令和８年５月１１日（月）～６月５日（金）１７時まで（必着）
②　提出方法
「12　提出先・問い合わせ先」に持参又は郵送（一般書留・簡易書留）による
③　提出書類
　　以下No.1～10の書類は各提出部数の他、副本としてファイル一式（ＣＤ又はＤＶＤ）を提出してください。
　　　提出する媒体は、審査資料として扱うため、提案書類は本市が閲覧可能である環境（Microsoft365クラウド版又はAdobe Reader）で表示できるようなファイル形式としてください。ただし、No.6及びNo.7に関しては、Adobe Readerは不可とし、エクセル形式のまま提出してください。
	No
	書類名
	様式番号
	提出部数

	1
	応募申請書
	【様式１】
	１部

	2
	業務実施体制申告書
	【様式２】
	

	3
	受注実績調書
（自治体名、人口規模等を記載すること）

	【様式３】
	

	4
	企画提案書（表紙）
	※様式自由
	６部

	5
	企画提案書（本編）
提案書には、次の内容について、記載してください。
（１）貴社が想定する運用開始までのスケジュール
（２）今後の事業展開の計画
（３）一般的な各ユーザー（市民、事業所、医療機関、自治体）に向けた操作マニュアル
（４）各ユーザーへの操作研修の内容（実施時期、実施方法、必要回数、研修環境の提供等）
（５）法改正に対するシステム改修の考え方
（６）システム改修時の支援（概要説明、マニュアルの改版、検証方法等）
（７）その他、貴社が特に力を入れている取り組み
	※様式自由
	

	6
	機能要件一覧表
	【別紙２】
	１部

	7
	非機能要件一覧表
	【別紙３】
	

	8
	見積書
本業務に見込まれる以下の経費を記載してください。
・母子健康手帳アプリ導入経費
・母子健康手帳アプリの５年間分の利用料・保守経費の合計
・オンライン予約システム導入経費
・オンライン予約システムの５年間分の利用料・保守経費の合計
・デジタルクーポン導入経費
・デジタルクーポンの５年間分の利用料・保守経費の合計
	※様式自由
	

	9
	誓約書
	【様式４】
	

	10
	情報セキュリティマネジメントシステム及びプライバシーマークの認証資格登録証の写し、又はそれに準じるもの
	※様式自由
	


※　企画提案書について、サイズはＡ４版の両面印刷で作成し、やむを得ずＡ３版を使用する場合には片面印刷でＡ４サイズに折込をすること。
ただし、提出書類一覧の他に、審査、選考上、市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求める場合があります。
（２）提出書類の取り扱い
　①　記載内容の変更等の禁止
提出された書類は、これを書き換え、差し替え、又は撤回することはできません。　
②　提出書類の返却
提出された書類はお返しできませんのでご了承ください。
　　③　費用について
　　　　応募申請に要する一切の費用は、申請者の負担とします。
　　④　公表について
　　　選定に係る公表等を行う場合に、応募書類の内容の全部又は一部を使用する場合があります。
　　⑤　資料の取扱い
市が提供する資料は、応募にかかわる検討以外の目的で使用することを禁じます。
また、この検討の目的の範囲内であっても、市の了承を得ることなく第三者に対して、これを使用させたり、又は内容を提示することを禁じます。


９　審査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
提出された書類及びデモンストレーション・ヒアリングによる審査を実施します。選定は市が定める基準に基づくものとし、この基準は公開しません。審査の結果最も優れた企画提案を提出した事業者を契約の優先交渉者として決定し、交渉を行います。
（１）デモンストレーション審査（予定）
①　日程　　　　　　
令和８年６月９日（火）～６月１０日（水）
　　②　実施方法
ア　対面で実施します。
イ　デモンストレーション及びヒアリングを併せて６０分で実施します。
　　③　実施内容
　ア　デモンストレーション（４０分）
・審査参加事業者から市へのシステムの説明。実際のシステムデモができない場合は、パワーポイント等の資料投影も可。
イ　ヒアリング（２０分）
・市から審査参加事業者への聞き取り。
　　④　デモンストレーションの内容
　　　　デモンストレーションを実施する機能は次のとおりです。なお、機能については管理者側、利用者側それぞれの画面を確認します。
　　　ア　アンケート機能
　　　　　・管理者側視点：対象者情報の登録、アンケート対象者の抽出、アンケート送付、その他管理機能
　　　　　・利用者側視点：対象者情報の登録、アンケートの入力
　　　イ　産後ケア予約機能
　　　　　・利用者側視点：施設の予約操作、クーポン利用
・管理者側視点：施設の予約状況、予約一覧画面、予約者の情報閲覧
ウ　デジタルクーポン機能
　　　　　・利用者側視点：施設の予約操作
・管理者側視点：クーポン承認・付与、管理画面全体
　　⑤　審査結果発送予定
令和８年６月下旬までに、応募者すべてに連絡します。
（２）審査方法
選定に当たっては、こども支援課員及び情報政策課員で評価を行い、優先交渉者を選定します。
（３）選定方針
①　事業の理念及び仕様書（案）に基づく運営が図られるか。
②　事業の運営を安定的に行うことができる能力を有し、意欲があるか。
③　本市と協力し、より良い事業展開をする意欲と能力があるか。
④　コストパフォーマンスに優れた事業運営ができるか。
なお、次に該当する応募は失格とします。
· 資格要件を欠くもの
・ 提出書類に虚偽の記載があったもの
· 見積金額が要領３に記載の予算上限額を超える場合
・ 提出書類等の提出期間を過ぎて提出したもの
・ その他選定に係る不正行為があったもの
（４）優先候補者の決定方法
[bookmark: _Hlk228431935]　　①　提出された企画提案書等及びデモンストレーション審査により、総合得点が最も高い者を優先交渉者として選定します。
　　②　優先交渉者となることができる最低基準をあらかじめ定めるものとし、それ以上の点数を得た提案者の中から優先交渉者を選定します。
　　③　提案者が１者であっても、本プロポーザルは成立するものとします。
（５）選定結果の通知及び公表
選定結果は、すべての提案者に文書により通知するとともに、前橋市ホームページにおいて公表します。時期は、令和８年６月下旬以降を予定しています。
（６）その他留意事項
　　①　応募団体に関する実地調査
　こども支援課員及び情報政策課員が必要と認める場合は、応募者が運営する事業等の実地調査を行うことがあります。
②　選定審査委員との接触
応募者及びその関係者が、審査に関してこども支援課員及び情報政策課員と接触することを禁じます。接触の事実が認められた場は失格となることがあります。

１０　契約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（１）企画提案内容がそのまま契約内容となるものではなく、具体的な契約内容及び金額は前橋市との交渉により、決定します。
（２）優先交渉者との交渉が不調に終わった場合、次順位者と交渉する場合があります。
（３）契約保証金は、免除することとします。（前橋市契約規則第２２条第１項第７号）
（４）本調達の保守運用期間満了後については、特段の事情がない限り同じ条件で４年間の保守運用契約を随意契約にて締結することとします。

１１　別添資料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【別紙１】前橋市母子ＤＸ業務委託仕様書
　【別紙２】機能要件一覧表
　【別紙３】非機能要件一覧表
【様式１】応募申請書
【様式２】業務実施体制申告書
【様式３】受注実績調書
【様式４】誓約書
【様式５】質問票
　【様式６】辞退届

１２　提出先・問い合わせ先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	〒３７１－００１４
　　群馬県前橋市朝日町３－３６－１７
　　（前橋市保健センター２階）
　　前橋市 こども未来部 こども支援課 地域子育て係
　　担当：千葉、須藤、阿部
　　TEL：０２７－２１２－８３３７（直通）
Email：kodomo@city.maebashi.gunma.jp
LoGoフォーム：https://logoform.jp/form/dWZu/1561598



